
議案 第４ ４号

ひた ちな か市 市毛 ハー モニ ーセ ンタ 一鼈置八 び管 ｊミ 条例 の一 部を改

‾をする 条例制定につ いて

ひた ちな か市市毛 ハー モニ ーセ ンタ ーほ 置‾玖、び管 肖１ 条例 の一部を 改ｊＥす る条例を

別紙のと おり 制定する。

令和 ３年　 ３大１　 ３日　 提出

令和　 年　　 大丿　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷
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ひた ちな か市 条例 第　　号

ひた ちな か市市モハー モニ ーセ ンタ 一鼈置八び管 週１ 条例 の一部を改

ｊＥ する 条例

ひた ちな か市 市モ ハー モニ ーセ ン。タ一鼈置及び喩え条Ｍ （平 成６ 年条Ｍ第 ５４ や）

の一部を 次の よう に改止す る。

第１ 条を 次の よう に改 める。

（設 置）

第１ 条　 もみ じが ｊｉ アパート の住民八びそ の■ 囲の ｊき 域住民に相‾ｋ交流八び活動の

場を 提供する こと によ り， コミ ュニ ティ の形成を 図る とと もに ，地域福祉の推進

に寄 与す るこ とを 目的 とし て， 地方 自治法（ 昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号） 第２ ４４

条第 １項 の規 定に 基づ き， ひた ちな か市 市モ ハー モニ ーセ ンク ーを 数置 する。

第２ 条中 「ひ たち なか市ハ ーモ ニー セン ター 」を 「ひ たち なか市市 毛ハ ーモ ニー

セン ター 」に改め ，「 次の 」の次に 「表 の」 を加 える。

第３ 条中 「行 うも のと する 」を 「行 う」 に改 め， 回条 各倚を次 のよ うに 改め る。

（１ ）　 ‾孤齢者 の健 康， 福祉八び生恬相談 に関 する 事業

（２ ）　 セン ター の施設‾又は設備若し くは備品 （八 下「 施設 等」 とい う。 ）の 利ｍ

に関 する 事業

（３ ）　 その他セ ンタ ーの鼈置の目 的を達成する ため に必要な事業

第４ 条か ら第 ８条 まで を次 のよ うに 改め る。

（開 館時間‾反び休館 日）

第４ 条　 セン ター の開 館時 間八 び休館日 は， 次の とお りと する。

（１ ）　 開館時間　 午前 ８時 ３０ 分か ら午後９ 時まで

（２ ）　 休館 日　 １２ 犬ｊ ２９ 日か ら翌年の １Ｊ１３ 日ま での日

２　 前項 の規 定に かか わら ず， 市長 は， 特に 必要 かお ると 認め ると きは ，開 館時間

‾ｋび休館日 を臨 時に 変ぞする こと がで きる。

（使 ルｊ 許凧）

第５ 条　 セン ター の施 数等 につ いて ，専 万万ｊで 使ｍ しよ うと する もの は， あら かじ め，

市長 の許 可を 受け なけ れば なら ない。

２　 市長 は， 前項 の許 ‾罵 （八 下「 使篦 許」」］‘」 とい う。 ）に ，セ ンタ ーの 管ＪＩ上 必要な

条件 を付 する こと がで きる。

（使用許 ‾罵の制 限）

２



第６ 条　 市長 は， 次の 各号 のい ずれ かに 該售 する と認 める 場合 には ，使 用許 ｊｌ をし

ない もの とす る。

（１ ）　 なの秩序又は善良 の風俗を害す るお それがあ ると き。

（２ ）　 セン ター の施 ａ等 を損 傷し ，又 は滅 失す るお それ があ ると き。

（３ ）　 専ら 営利 を目 的と する おそ れが ある とき。

（４ ）　 その他セ ンタ ーの 管ＪＩ上支障があ ると き。

（変 更の 許可）

第７ 条　 使用 麌鳫を受 けた もの （ぷ 下［ 使ＪＩ］ 者」 とい う。 ）は ，使 ＪＩ］許 ｊＪ を受 けた事

項を 変１だし よう とす ると きは ，あ らか じめ ，市 長の 許‾ｉｉｌを 受け なけ れば なら ない。

２　 前項 の場 合に おい ては ，第 ５条 第２ 項八 び前 条の 規定 を準 Ｈ］ する。

（目 的外使ＮＮＸ等の 禁止）

第８ 条　 ま万丿者 は， 使鴇嵜‾嫣を 受け た目 的な タト の目 的に セン ター の施数等 を使 Ｙ１１し，

又は その 権利 を譲 渡し ，若 しく は転貸し ては なら ない。

第１ ０条 を肖ｌｌ り， 第９ 条中 ［セ ンタ ーの ］の 次に ［加ｉａ 等の ］を 加え ，回 条を第

１０ 条と し， 第８ 条の 次に 次の １条 を加 える。

（使 用許 ｊｊｌの 取消 し等）

第９ 条　 市長 は， 使用 者又 はセ ンタ ーの 施鼈等を 使ＪＩ］ する 者が 次の 各号 のい ずれか

に盜ちす る４ 白に は， まｊｌ］ 許ｉｌを 取り 示し ，お冫く はそ のｌ大１ 容を 変更 し， 又はセ

ンタ ーの 施設等の 使用 を制 限し ，若 しく は中 止さ せる こと がで きる。

（１ ）　 この 条例 又は この 条例 に基 づく 規則 の規 定に 違反 した とき。

（２ ）　 第５ 条第 ２項 ［第 ７条 第２ エ回 にお いて 準ＪＴ］ する ４合 を含 む。 ）の 規ｔによ

り使 ＪＩ］許 ‾罵 に付 され た条件に違縦 した とき。

（３ ）　 翦該 使ＨＩが 第６ 条各 号の いず れか に該 售す ると 認め られ ると き。
１

（４ ）　 偽り その 他‾杳 ‾ヽｉＥの 手ほ によ り使 ＪＩＩた ｊｌ を受 けた とき。

ｊ５ ）　 その 他市 長が 必， 要と 認め ると き。

２　 前項 に規 定す る措 置に よっ て生 じた 損害 につ いて は， 市は ，そ の損 害を 賠償す

る責任を 負わ ない。

第１ １条八び第１ ２条 を次 のよ うに 改め る。

（入 場の 制限）

第１ １条　 市長 は， 次に掲げ る者 に対 して は， セン ター，へ の入 場を 拒み ，又 はセン

ター から のｊ！場 を命ずる こと がで きる。

（１ ）　 ぬの秩序又は善氈のＸ俗を害す るお それがあ ると 認め られ る者

（２ ）　 セン ター の施設等 を損 傷し ，又 は滅失す るお それ があ ると 認め られ る者

（３ ）　 その 他セ ンタ ーの 管ｊミ上 支障 があ ると 嘉め られ る者

（原 状回復）

第１ ２条　 セン ター を利 社ｊ する 者は ，セ ンタ ーの 施鼈等の 利Ｊ１１ が終 了し たと き，又

－３－



は第 ９条 第１ 項に 規定する 措置 のい ずれ かが とら れた とき は， 直ち に， その 利ｍ

した 施沿，等 を原状に 回復 しな けれ ばな らな い。 ただ し， 市長 が認 める 場合 は，こ

の限 りで ない。

第１ ３条 中「 この 条例」を 「こ の条例に 定め るも のの ほか，セ ンタ ーの使ＨＩその

他こ の条 例」 に改 め， 回条 を第 １６ 条と し， 第１ ２条 の次 に次 の３ 条を 加え る。

（損 害賠償）

第１ ３条　 セン ター の施 鼈等 を損 傷し ，又 は滅 失し た者 は， その 損害 を賠償し なけ

れば なら ない 。た だし ，市 長は ，や むを 得な い理１日ＥＩ があ ると 認め ると きは ，鳬該

賠償額を 減額 し， 又は 免除する こと がで きる。

（指 定管 ＪＩ 者に よる ＷＪＩ）

第１ ４条　 セン ター の管 理１ は， ＪＩ 方自 治法 第２ ４４ 条の ２第 ３項 の規 定に より ，指

定管 ＪＩ 者に 行わせる こと がで きる。

（指 ｔ管 理１ 者が 行う 業務）

第１ ５条　 セン ター の管 Ｊｌ を指 ぷ管 ＪＩ 者が 行う 場合 には ，指 ｔ管 ｊｌ 者は ，次 に掲げ

る業務を 行う もの とす る。

（１ ）　 第３ 条各 号に 掲げ る事 業に 関す る業務

（２ ）　 セン ター の使用許 ‾叭に関 する 業務

（３ ）　 セン ター の施ほ八 び数備の維持 管Ｊｌに 関す る業務

（４ ）　 その 他セ ンタ ーの 管ＳＩ業 務で ，市 長が らＳ と認 める 業務

２　 前癢の場 合に おけ る第 ４条 第２ 項， 第５ 条第 １項 ，同 条第 ２瑕‾玖，び 第６ 条［第

７条 第２ 項に おい て準 ＪＩ］す る４合を 含む 。） ，第 ７条 第１ 項， 第９ 条， 第１ １条並

びに 第１ ２条 ただ し書 の規 定の 適Ｊｌｊ につ いて は， これ らの 規定 （第 ９条 第２ 項を

除く 。） 中「 市長 」と あり ，‾ｋび 第９ 条第 ２Ｊ五回 中「 市」 とあ るの は「 指定 管肖１者」

と， 第４ 条第 ２項 中［ とき は］ とあ るの は「 とき は， 市長 の承認を 得て 」と する。

１

２

付　則

（施行期 日）

この 条例 は， 令和 ３年 ４Ｊ１　１日 から 施行する。

（経 ｉ尚 措置）

この 条例 の施 行の 目前 に， 改‾を前 のひ たち なか 市市 モハ ーモ ニー セン ター 設置

及び 管Ｊ１条 例の 規定 によ りな され たＭ 分， 手続 その 他の 行為 は， 改］ｉＥ 後の ひたち

なか市市 モハ ーモ 二－ セン ター 設置 ‾反び管 珊１ 条例 の規 定に より なさ れた もの とみ

なす。

－４－
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参考資料

ひたちなか市市モハーモニーセ ンタ 一鼈置八び管ミ条例新｜日 対照表 Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（目 的及び設置）
－

第１ 条　 この条例 は， もみ じがＥ団加佐民と その鶚囲のｔ域住民の相互交流八
－　　　　 －　　　　　　　－

び活動の場を提供する こと によ り， コミ ュニティ の形成を図り ，地域福祉の
－

推進に寄与生烝玄慝， ひたちなか市ハーモニーセ ンターを設置する。

（あ ち八び位置）

第２ 条　 ひた ちなか市ハーモニーセ ンタ ーの佑称八び位置は， 次の とお りとす

る。

（設置）

第１ 条　 もみ じが 五ｌ アパート の住Ｒ八びそ の周 回の地域住民に相互交流‾ｋび活
＿＿　　　　　　　　　　　　　＿

動の場を提供する こと によ り， コミ ュニティ の形成を図る とと もに，地域福
一一一

祉の推進に寄与す るこ とを 目的 とし て， 地方 自治法（昭和 ２２ 年法律第 ６７
一一

号） 第２ ４４ 条第 １項の規定に基づき， ひたちなか市巾毛ハーモニーセ ンタ

－を設置する。
－

（名 称八び位置）

第２ 条　 ひた ちなか巾市毛ハーモニーセ ンタ ーの名称Ｒび位置は， 次の表のと
－　　　　　　　　　 一一

おり とす る。

佑称 位置 佑称 位置

ひたちなか市市毛ハーモニーセ ンター ひた ちな か市大字市毛 ８４ ７番ｔの

５６

ひたちなか淑市毛ハーモニーセ ンター

●

ひた ちな か市大字 布毛 ８４ ７番ｔの

５６

（事業）

第３ 条　ひたちなか市市モハーモニーセ ンタ ー（な下 「セ ンタ ー」 とい う。）

は， 次に掲げる事業を行う ものとする。

（１ ）　 高齢者の健康，福祉攷、び生活相談に関する こと。
－

（２ ）　 高齢者の各種趣味及びサークル活動に関する こと。

（３ ）　 センターの自 生事業の遅售に関する こよ。
－

（４ ）　 ｊ七城コ ミュ ニテ ィに 関す るこ と。

（５ ）　 その他目 的達成に必要な事業

（指定管ミ者 によ る管 ミ）

第４ 条　 セン ターの管ミは，ｔ方自・治法（日ｇ和２ ２年法律第６ ７そ）第 ２４４

（事業）

第３ 条　 ひた ちなか市市毛ハーモニーセ ンタ ー（い、下「セン ター」と いう 。）

は， あこ郵ずる事業を往立。

（１ ）　 高齢者の健康，福祉八び生活相 談に 関す る事業
－

（２ ）　 セン ター の施設又は設備若 しく は備品（以下 「施設等」と いう 。）

の利用に関する事業

（３ ）　 その他セ ンタ ーの設置 の目 的を 達成する ため に必要な 事業

秉皿七生の規定により　聡定喩え惹に行わせる もの とする。

（指定管き者が行 う業務）

第５ 条　指定管Ｊミ者は， 次に掲げる業務を行う もの とす る。



Ｑ

Ｎ０ ．２

旧 新 備考

（１ ）　 第３ 条各号に掲げ る事業に 関す るこ と。

（２ ）　 セン ターの魑篦のだｉｊ］‘に 関す るこ と－

（３ ）　 センターの施設及び設備の維持管ミに関する こと。
一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

（４ ）　 そのきセ ンタ ーの管Ｊミ業務で，所長が必要と嘉める こと。
一一

（開館時間及び休館日）

第鳬唐　センターの囑鄒爽愾Ｔｋび休館日は，次のと ぉり とする． 彑匹ゴ匹
慨ミ者は、ぬ要がある と懾める とき は， 所長の承嘉を得て，これを変更 し，

（開館時間及び休館日）

第４ 条　 セン ターの開館時間八び休館日 は， 次の とお りと する。
一一

（１ ）　 囑館時回　 午前 ８時 ３０ 分か ら午後９ 時まで

（２ ）　 休館 ロ　 １　２ｙへ　２　９　日か ら翌年の １Ｊｌ３ 日ま での日

２　 前項の規定にかかわら ず， 淑長 は， 特に心要かお ると 認め ると きは，開館

又は臨時に休館するこ とが でき る。

（１ ）　 開館時間　午前 ８時 ３０ 分か ら午後９ 時まで

（２ ）　 休館 日　 年末年始 （１　２Ｊ１　２　９日 から 翌年 卜ＦＪ　３　日ま で）
－

（利用の許可）
－一一

第７ 条　 セン ター を利 万１ しよ うと する 考は ，指定管ミ考の許 丿丁 を受 けな ければ
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

なら ない。

２　 指定管を考は，セ ンタ ーの管ミ上必要が ある と認める とき は， 前項のだ ｉｊＴ

に条件を付す こと がで きる。
－　　 一一

（利ｍの制限）
－

第８ 条　 指定管ミ考は，次の各号のいずれかに該 售すると きは，セ ンタ ーの利
一一一

用を許‾白］‘しないこと ができる。

（１ ）　 公の秩序又は善良 な風俗を 乱すおそ れか おる と認 めら れる とき。

（２ ）　 建物又は付属設備を損傷し，若 しく は滅失するおそれがあると認め

られると き。
一一一一一一

（３ ）　 前２ 号に掲げるほか， センターの利只］ が不適售 とミめられる とき。
一一一

時間及び休館 日を 臨時 に変更す るこ とが でき る。
〃・

（使用嵜虱）
－

第５ 条　 セン ター の施設等 につ いて ，専篦で使Ｈｊし よう とす るも のは ，あ らか
－　　　　　　　　　　　　　　　 －一

じめ ，淑長の許ｊ］‘ を受 けな ければな らな い。
一一

２　 市長 は， 前項の許 ｊ］゛（八下 「使 社］ 許‾吭」 とい う。 ）に ，セ ンタ ーの 管ミ上
－　　　　　　－

必要な条件を付するこ とが でき る。

（使用許可の制限）
一一

第６ 条　 巾長 は， 次の 各号のい ずれ かに該售する と認 める 場合 には ，他 Ｈ］ 許丿丁
－一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一一

をしない もの とする。

（１ ）　 なの秩序又は善良の風俗を害す るおそれがあ ると き。

（２ ）　 センターの施鼈等 を損傷し ，叉は滅失す るおそれがあ ると き。
－

（３ ）　 専ら 営利 を目 的と する おそれが ある とき。
一一

（４ ）　 その他センターの管ミ上支ほがある とき。

（変更の許‾吭）

第７ 条　 使用許虱を受けたもの （勁、下 「兇＿Ｓ者Ｎ とい う。 ）は、他社」 許」」］‘を受

けた事項を変更し よう とす ると きは，あ らか じめ ，市長の許焉を受 けな けれ



－
り
Ｉ

Ｎ０ ．３

旧 新 備考

（使用料）

第９ 条　 セン ターの使ｍ料 は， 無料 とす る。
－－－－－●－－－－－－－ヽ

（利用許 丿丁 の取消等）

第１ ０ｔ　 指定Ｗｊミ考 は， 加Ｈ］者が赤、の 各騎のいずれかに該肖 した とき は，利

ばな らない。
一一一

２　 前項 の場合に おい ては ，第 ５粂第２ 項八び前条の規定 を準 丿干ｊす る。
－－

（目 的外使ＪＩ等の禁止）

第８ 条　使只］者 は， 使鴇浩二罵を受けた目 的い、夕｝ヽ の目 ｈこセンターの施鼈等を使

ｍし，又はその権利を譲渡 し， 若し くは転貸 してはな らない。
一一　　－

（使用許‾湎丁の取消 し等）

第９ 条　 市長は， 使用者又はセ ンターの施設等を使只１する者が次の各号のいず

れかに該售する場合には， 使用許丿丁を取り 消し，若 しく はその内容を変更

し， 又はセンターの施設等の使用を制限 し， 若しくは中止 させるこ とができ

る。
－

（１ ）　 この条例又はこの条例に基づく 規則の規定に違反 した とき。

（２ ）　 第５ 条第 ２項 （第 ７条第２ 項において準ｍする場合を含む。） の規

定に より 使用 たｊＴに 付さ れた条件 に違縦し たと き。

（３ ）　 售該使篦が第 ６条各号のいずれかに該葹する と懾められる とき。

（４ ）　 偽り その他不‾をの手段により 使用許ｉｉＴ を受けた とき。
－　　 －一一～

（５ ）　 その他勣長が必要 と認める とき。

２　 前項に規定す る措置に よっ て生 じた損害について は， 淑は，そ の損害を賠

償する責任を負わない。
－

（使ｍ料）

第１ ０条　センターの施設等の使用料は， 無料とする。

用を 制限 し， 若し くは停止 し， スは利用 許‾罵を 取り 消す こと がで きる 。この

蘓合において，利只］者が損害を受ける こと があって も， 指定管ミ者はその責

を負わな い。
一一一一一一

（１ ）　 この条例又は二れに基づく 規則に違反したと き。

（２ ）　 第７ 条第 ２項の規定に より ，イ才した利ｍ午ｊ］‘の 条件に違縦したと

豈Ｒ。。、
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（３ ）　 第８ 条各号のいずれかに該售すると認めたと き。

（４ ）　 きり その他不ミな手覽に盂七皿ｙ匹をそけた とき。
～一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

ＪＱ

（原状回復）

第ユ １条　禾Ｉ」万］そ は， セン ターの禾ｌ」 社ｊ を哀了したと き， 又は禾ｌｍを搾止 され，
－

若し くは利鴇許丿丁を 取り 消さ れた とき は， その利万ｊし た施設又は設備を速や

かに原状 に復 さな ければな らな い。
－

（損害賠償）

第１ ２条　租里豊け、胤貎スは鼈備をｍィあし，又はぬ大したと きは，これによ

って生じた損害を賠償 しなければな らない。 ただ し， 淑長がやむを得ないミ
ー

裁が ある と認 めた とき は， この 限り でな い。

（入場の制限）

第１ １条　 淑長 は， 次に掲げ る者に対 して は， セン ターへの入場を拒み， 又は

セン ターから のｊ１場を命ずる こと がで きる。
－－－ヽ

（１ ）　 公の秩序又は善良の祖俗を售するおそれがあ ると 認め られる煮
（２ ）　 セン ター の施鼈等 を損傷し ，又 は識失す るお それ があ ると 認め られ

る者
－

（３ ）　 その他セ ンタ ーの管ミ上支障が ある と認 めら れる者

（原状回復）

第１ ２条　 セン ター を髱鴇す る者 は， セン ター の施 数等 の利 篦が 終了 したと
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －一一一一ヽ　 ～－

き， 又は第９ 条第 １項に規定する措置のいずれかがと られたと きは，直ち
－　　　　　 一一 一一

に， その利Ｈｊした施設等を原状に回復 しなければな らない。 ただ し， 市長が
－　　　　　　　 －　　　　　　　 一一一

認め る場合は，こ の限 りでない。
－ヽ

（損害賠償）

第１ ３条　 セン ター の施鼈等 を損傷し ，又 は識失し た者 は， その損害 を賠償し
－一一

なければなら ない。ただし，市長は，やむを得ないミ畆がある と認める とき
一一　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一一一 一－－

は， 肖該賠償額を減額 し， 又は免除する こと がで きる。
－

（指定管を者によ る管 ＪＩ）

第１ ４条　 セン ターの管ミは，地方自 治法第２ ４４ まの ２第 ３項の規 定によ

り， 指定管ＪＩ者に行わせるこ とが でき る。
－

１

（指定管ミ者が行 う業務）
一

第１ ５条　 センターの管ｊｌを指定管き者が行 う蘓合には． ｍ定管理すは、次に

掲げる業務を行う もの とす そヒ＿

（１ ）　 第３ 条各号に掲げる事業に関す る業務
一一

（２ ）　 セン ターの使ｍ回午癪に関する 業務

（３ ）　 セン ター の施篏戮、び鼈備 の維持管ミに 関す る業務
‥一 一　　　　－
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（委任）

第１ ３条　 この条例 の施行に 関し必要 な事項は，規則で定め る。
－

１

（４ ）　 その他セ ンタ ーの 管ミ業務 で， 淑長 が必要と ぼめ る業務

２　 前項の場合におけ る第 ４条第２ 項， 第５ 条第 １項，鶚条第 ２項八び第６条

（第 ７条第２ 項において準ｍする場合を含む。） ，第 ７条第１ 項， 第９ 条，

第１ １条並びに第 １２ 条ただし書の規定の適ｍについては，こ れら の規定

（第 ９条第２ 項を 除く 。） 中「 淑長」と あり ，八び第 ９条第２ 項中 「淑］と

ある のは 「指定管ミ者」と ，第 ４条第２ 項中 「と きは」と ある のは 「とき

は， 市長の承認を得て」と する。

（委任）

第１ ６条　 この 条例 に定 める もの のほ か， セン ター の使 万ｊ その他こ の条例の施

行に関し必要な事項は，規則で定め る。


